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対象者
次のいずれにも該当せず新たに就労継続支援B型の支給希望する者

・50歳以上 ・障害基礎年金1級受給者

・過去に就労経験があり、年齢や体力の面で一般就労が困難な人

または，現在サービスを利用し選択支援の利用を希望する者
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地域活動支援センター

教育・医療機関 等

一般就労に向けた支援

ハローワーク

障害者就労・生活支援センター

地域障害者職業センター 等

障害福祉サービスの申請

就労継続支援A・B型

自立訓練・生活介護 等
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多機関連携

関係機関には、市区町村、指定特定相談支援事業所、就労系障

害福祉サービス事業所、ハローワーク、障害者就業・生活支援

センター、地域障害者職業センター等が挙げられています。
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原則1か月（場合により2か月）
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2週間程度2週間程度

令和9年4月1日～

・就労継続支援A型の

新規利用希望者

・就労移行支援

3年目延⾧希望者

が追加されます。

補足


